
番号 質問内容 回　　　答

1
入札保証金及び契約保証金免除に必要な書類として、本案件と同等以上の
実績を示す契約書の写し等の提出でよろしいでしょうか。

2
入札保証金及び契約保証金の免除について、申請方法を教えていただけな
いでしょうか。

3 入札書に記載する日付の指定（開札日等）はありますでしょうか。 開札日当日の日付（３月12日）をご記入ください。

4
中部電力ミライズ株式会社が独自に行う軽減策は含まないという認識でよろし
いでしょうか。

ご認識のとおりです。

5
中部電力ミライズ株式会社が実施している電気料金軽減策については適用い
たしませんがご了承いただけますでしょうか。

了承します。

6
中部電力ミライズ株式会社が燃料費調整額の算定諸元を変更した場合にお
いても、弊社では、入札時点の約款に基づく燃料費調整額の算定諸元を、契
約期間中継続して用いて計算させていただきますが、よろしいでしょうか。

了承します。

7

上記が難しく、中部電力ミライズ株式会社が契約期間中に燃料費調整額の算
定諸元を変更した際は、中部電力ミライズ株式会社が新たに設けた算定諸元
を適応致しますが、その際に契約単価の見直し協議をご対応頂けますでしょう
か。

上記について了承します。

8
契約期間中に中部電力ミライズ株式会社が託送料金の料金改定を行った場
合には、当該改定内容に応じて契約単価の変更について協議させていただく
ことは可能でしょうか。

協議可能です。
※契約書(案）第７条及び第19条第２項参照

9

１施設(1つの供給地点特定番号)の電気料金のお支払いを複数で分担して支
払いされることはございますか。
また、弊社では1施設につき1つの請求書のみ発行のため、複数施設への分
担した請求書の発行できませんがよろしいでしょうか。

１施設の電気料金を複数で分担して支払うことはございません。
また、１施設につき、複数施設への分担した請求書の発行ができないことは、了承します。
※10合同庁舎及び南信消費生活センターについては、金額等を合算したものに、各庁舎ごとの金
額等の明細を添付した請求書とします。

10
ご請求について、弊社では供給施設内にご入居されている企業様に対して個
別に請求書を発行することが出来ません。ご了承いただけますでしょうか。

供給施設ごとに請求書を発行していただきますが、供給施設内に入居している企業に対して個別
の請求書の発行ができないことは、了承します。
※10合同庁舎及び南信消費生活センターについては、金額等を合算したものに、各庁舎ごとの金
額等の明細を添付した請求書とします。

11 現在の計量日を教えていただけますでしょうか。 全施設で、計量期間翌月の初日を計量日としています。

12

契約開始前に仕様書記載の契約電力を超過した場合、仕様書記載の契約電
力での申込が一般送配電事業者に却下される可能性がございます。その場
合は超過した契約電力でのご契約となりますが、ご了承いただけますでしょう
か。

了承します。

13
現在の契約電力を教えて下さい。また、契約期間中に契約電力の見直しが伴
う工事などはございますでしょうか。

各施設の契約電力は以下のとおりです。（１２月時点※）
佐久合同庁舎：200kW
上田合同庁舎：113kW
諏訪合同庁舎：248kW
伊那合同庁舎：164kW
飯田合同庁舎246kW
木曽合同庁舎：110kW
松本合同庁舎：316kW
大町合同庁舎：241kW
長野合同庁舎：115kW
北信合同庁舎：70kW
消防学校：78kW
消防防災航空センター：38kW
松本空港管理事務所　電源局舎：121kW
県立歴史館：540kW
南信消費生活センター：10kW
中央児童相談所：47kW
松本児童相談所：28kW
波田学院：35kW
松本旭町庁舎：85kW
環境保全研究所　安茂里庁舎：170kW
諏訪湖環境研究センター：58kW
林業総合センター：76kW
議員会館：60kW
※契約電力は実量制（当月の最大需用電力と前11ヵ月の最大需用電力のうち、いずれか大きい
値）としており、令和７年４月から１１月までの最大値を記載しております。

　また、契約期間中に契約電力の見直しが伴う工事については、現時点では予定しておりません。
　なお、契約電力は実料金のため、前11ヵ月の最大需用電力を超えた場合には、その都度見直し
となりますので、ご了承ください。

14
契約書の条文に記載が無い事項を補完するため、当社の基本契約要綱を添
付した協議書を締結もしくは、契約書の条文を追加させていただくことは可能
でしょうか。

契約書に定めのない事項は、中部電力ミライズ(株)様の最新の基本契約要綱（高圧）の内容を適
用することとしています。

15
現在の世界情勢を受けて燃料価格高騰等による状況変化や国の制度変更等
による単価の見直しが行われる場合、協議に応じていただけますでしょうか。

単価変更の協議に応じることは可能ですが、双方の協議の上、合意した場合に変更することとしま
す。

16
お支払方法は原則、口座振替（引落）、納付書支払いとなりますがよろしいで
しょうか。（手数料等は掛かりません）

17

口座振替、納付書での支払いが困難な場合、当社の銀行口座へ直接ご入金
いただく事となりますが、振込手数料はお客さま負担となりますがよろしいで
しょうか。また、振込前に当社所定帳票により振込人名義、振込金額等を通知
して頂きます。

18

入札金額の算定方法に関わらず、実際の電気料金ご請求時には基本料金、
電力量料金（燃料費調整額含む）は小数点以下第３位を四捨五入し、再生可
能エネルギー発電促進賦課金および合計金額は円未満切り捨てとさせていた
だき、契約単価は税込みとなりますがよろしいでしょうか。

了承します。
なお、契約書の単価を税込みとすることは可能ですが、その場合の単価は、入札書に記載の単価
に110/100を乗じて得た金額（小数点以下第３位切捨て）となります。

19

検針結果（最大需要電力、使用量、30分値データ等）については、弊社WEB
サービスに登録いただくことで確認可能となりますが、お客さまご自身でご確
認いただけますでしょうか。（検針票および請求書は書面により送付いたしま
す。）

了承します。

20
そ
の
他

弊社が落札した場合、切り替えに必要な書類（供給地点特定番号、請求書の
コピー等）を３月１６日までにご提出頂けますでしょうか。

落札決定後協議することとします。

合同庁舎等（佐久合同庁舎以下23施設）で使用する電気　回答書

入
札
関
係

契
約
関
係

　入札保証金については、一般競争入札申込書類により入札参加に必要な要件を満たすことが確
認できれば長野県財務規則第127条第１項第２号の規定により、免除することができます。
　また、契約保証金については、財務規則第143条の各号のいずれか（例：第３号　契約人が過去２
年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上にわたつて誠実に履
行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を確実に履行するものと認められるとき。）に該当す
る場合は免除することができます。仮に第３号の規定により免除する場合は、これを証明するため
の書類（契約書等の写し）を契約締結前に提出していただきます。

納付書払いとさせていただきます。


